
- 1 -

○
経
済
産
業
省
令
第
六
十
三
号

商
標
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
九
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
二
日

経
済
産
業
大
臣

宮
沢

洋
一

商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
類
の
項
下
欄
第
八
号
中
「
松
根
油

ダ
ン
マ
ー
ル
」
を
「
ダ
ン
マ
ー
ル
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
類
の
項
下
欄
第
一
号

中
「
薬
用
ベ
ビ
ー
パ
ウ
ダ
ー

浴
剤
」
を
「
薬
用
ベ
ビ
ー
パ
ウ
ダ
ー
」
に
改
め
、
同
項
下

（十）

欄
第
三
号
中
「
胸
当
て
パ
ッ
ド
」
を
「
胸
当
て
パ
ッ
ド

綿
棒
」
に
改
め
る
。

別
表
第
七
類
の
項
下
欄
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ

、
第
二
十
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
二

３
Ｄ
プ
リ
ン
タ
ー
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別
表
第
十
類
の
項
下
欄
第
二
号
中
「
綿
棒

指
サ
ッ
ク
」
を
「
指
サ
ッ
ク
」
に
改
め
る
。

別
表
第
十
二
類
の
項
下
欄
第
五
号

中
「
軸
身

ス
タ
ン
ド
」
を
「
ス
タ
ン
ド
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
六
号

中
「
軸
身

（二）

（二）

ス
タ
ン
ド
」
を
「
ス
タ
ン
ド
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
第
九
号
中
「
カ
ー
ダ
ン
パ
ー

カ
ー
プ
ッ
シ
ャ
ー

カ
ー
プ
ラ
ー

牽け
ん

引
車
」
を
「
牽
引
車
」
に
改
め
る
。

け
ん

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
商
標
登
録
出
願
及
び
防
護
標
章
登
録
出
願
に
係
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。


